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Ⅰ　計画策定・調査事業【必須】 ● ▲1 ▲2 ○ ● ○

Ⅱ　安定的雇用確保事業

＜対象となる改善計画の項目＞

１　労働時間等の設定の改善
２　男女の雇用機会均等の確保及び
　　職業生活と家庭生活との両立支援
３　職場環境の改善
４　福利厚生の充実
５　募集・採用の改善
６　教育訓練の充実
７　その他の雇用管理の改善

Ⅲ　職場定着事業

＜対象となる改善計画の項目＞

１　労働時間等の設定の改善
２　男女の雇用機会均等の確保及び
　　職業生活と家庭生活との両立支援
３　職場環境の改善
４　福利厚生の充実
５　教育訓練の充実
６　その他の雇用管理の改善

Ⅳ　モデル事業普及活動事業【必須】 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○

※　Ⅰ・Ⅳの事業はは必須。
※　Ⅱ・Ⅲの事業は少なくともいずれかを選択することが必須。
※　「●」はⅠ又はⅢのそれぞれの事業において実施する際に必須。
※　「▲1」は、事業開始時点（認定申請書提出後）の調査を行うことが必須。
※　「▲2」は、中小企業労働環境向上事業を延長し、２年目の助成金の受給資格認定申請を行う場合は、１年目の中小企業労働環境向上事業として実施することが必須。
※　「◎」は都道府県知事の認定を受けた改善計画の項目に応じて実施。ただし、Ⅲ又はⅣのそれぞれの事業において、いずれか一つ以上の事業を実施しなければ中小労働環境向上事業として認められないこと。
※　「○」は必要に応じて実施。ただし、Ⅳにおいてはいずれか一つ以上の事業を実施しなければ中小労働環境向上事業として認められないこと。

◎ ◎

◎ ◎ ◎

◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎

人材確保等支援助成金（中小企業団体助成コース）対象事業整理票 (別紙3)

　

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○◎ ◎ ◎


